
関係法令抜粋 

■水道法 

（用語の定義） 

第３条第７項 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道

であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に

供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 

（簡易専用水道） 

第34条の２ 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならな

い。 

２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期

に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 

（検査の義務） 

第34条の３ 前条第２項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正

当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。 

（改善の指示等） 

第36条第３項 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第34条の２第１項の厚生労働省令で定める基準に適

合していないと認めるときは、当該簡易事用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管

理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。 

（給水停止命令） 

第37条 厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道

の設置者が、前条第１項又は第３項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが

当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道に

よる給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第２項の規定に基づく勧告に従わない場合におい

て、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。 

（報告の徴収及び立入検査） 

第39条第３項 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡

易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道

の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書

類を検査させることができる。 

（罰則） 

第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

九 第37条の規定による給水停止命令に違反した者 

第54条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 

八 第34条の２第２項の規定に違反した者 

第56条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し

て第52条から第53条の２まで又は第54条から第55条の２までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

 

■水道法施行令 

（簡易専用水道の適用除外の基準） 

第２条 法第３条第７項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給

を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。 



■水道法施行規則 

第四章 簡易専用水道  

（管理基準）  

第55条  法第34条の２第１項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。  

一  水槽の掃除を１年以内ごとに１回、定期に、行うこと。  

二  水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。  

三  給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質

基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。  

四  供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その

水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。  

（検査）  

第56条  法第34条の２第２項 の規定による検査は、１年以内ごとに１回とする。  

２ 検査の方法その他必要な事項については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。  

 

■遠野市水道事業給水条例 

第６章 貯水槽水道 

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道（法第３条第７項に定める簡易専用水道をいう。事項において同じ。）

の設置者は、法第34条の２の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を

受けなければならない。 

２ 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管

理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 

 

■遠野市水道事業給水条例施行規程 

（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査） 

第12条 条例第42条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理状況に関する検

査は、次に定めるところによるものとする。 

(1) 次に定める管理基準に従い、管理すること。 

ア 水槽の清掃を１年以内ごとに１回、定期に行うこと。 

イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 

ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基

準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて

検査を行うこと。 

エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その

水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 

(2) 前号の管理に関し、１年以内ごとに１回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓

における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。 


